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1
刈払機取扱作業者に対する
安全衛生教育 (6H)

24 ４月２１日(木)
名

2
足場の組立て等の業務に係る
特別教育 (6H)

32 ４月２６日(火)
名

3
職長・安全衛生責任者教育
(リスクアセスメントを含む)(14H)

24
５月　９日(月)
  ～１０日(火) 名

4
建設業等における 熱中症予防
指導員・管理者研修    (3.5H)

24 ５月２５日(水)
名

5
職長・安全衛生責任者
能力向上教育 (5H40分)

32 ５月２６日(木)
名

6 現場管理者統括管理講習  (7H) 24 ６月　１日(水)
名

7
足場の組立て等
作業主任者技能講習 (13H)

24
６月　７日(火)
  ～　８日(水) 名

8
地山の掘削及び土止め支保工
作業主任者技能講習 (17H)

24
６月１４日(火)
　～１６日(木) 名

9
型枠支保工の組立て等
作業主任者技能講習 (13H)

24
６月２１日(火)
　～２２日(水) 名

10
フルハーネス型安全帯使用作業
特別教育【全コース】 　(6H)

32 ６月２８日(火)
名

11
フルハーネス型安全帯使用作業
特別教育【全コース】 　(6H)

32 ７月　６日(水)
名

12
足場の組立て等
作業主任者能力向上教育 (7H)

24 ７月　７日(木)
　　　　名

　・各講習の申込については、所定の申込書で各講習の締切期日までに袋井建設業協会宛にお申し込みをお願いします。

　・新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染規制及び参加希望者が定員に満たない場合は、開催が出来ない場合がありますのでご了承ください。

事業所名

令和４年度安全関係講習会参加希望申込書 ※建災防袋井分会を会場に開催します。

　　◆受講希望の場合は、下記太枠の中(確実な受講希望者数)へ記入し、FAXでお申し込みください。
　　　折り返し、こちらから確認のご連絡を入れます。＊コロナ禍のため人数制限あり。定員になり次第締切。
　　　受講に際し、新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。

送付先：袋井建設業協会　FAX：０５３８－４２－４３３０

事業所所在地
〒　　　　－　　　　　　　◆太枠の中の必要事項を丁寧に記入をお願いします。

担当者氏名 ＊フルネーム ※建災防静岡県支部所属について

電話番号 ＊日中の連絡先・携帯電話可 　　　　　　ｰ　   　　　- ・袋井分会 / （　　　　　　）分会

元請と下請が混在して作業する建設現場では、統括管理義務がある。
受講対象者は現場の自主的安全活動を図る関係者（元請・下請の作
業所長、現場代理人、現場監督員等）。満２０歳以上受講可。

FAX 　　　　　　ｰ　　　　　- ・支部直接会員　　・未所属

ご案内及び申込書の配布
◆窓口配布は4月５日(火)以降

・窓口で受取希望（  　月  　日頃）・事業所宛に郵送を希望（送料実費負担）

　　　　　　講　習　会　名
技能講習・特別教育等　（受講時間）

定員
（名） 受講資格等、参考事項等 開催予定日 令和４年度

受講希望者数

草刈機を使用する仕事を請負う場合や自社の除草作業･ボランティア
作業などは、この教育を受けた有資格者が実施のこと。
満１８歳以上　＊実技あり(ヘルメット各自持参のこと)

足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務は特別教育を必要
とする。（H27.3改正、7適用）。作業主任者技能講習の受講時に必要。
新入社員必須。大手建設現場等必須。満１８歳以上。

受講対象者は職長及び安全衛生責任者に選任されて間もない者な
ど。　　　　　下請関係の現場監督にも参加を勧奨。大手建設現場等必
須。　　　　　　　　　　　　　　　　満２０歳以上受講可。

この研修修了者は、「作業員のための熱中症予防教育(２H)」の講師を
することが出来る。現場の監督や現場代理人におすすめ。
職場、家庭、地域でも活用可。

職長・安全衛生責任者教育修了後、概ね５年経過した者。
下請関係の現場監督にも参加を勧奨。職長・安全衛生責任者教育修
了証必須。大手建設現場では必須とされている。

【建災防袋井分会】〒437-0024　袋井市三門町11-12　　TEL〈0538〉42－4338（袋井建設業協会内）　 R4①　≪一般用≫

満１８歳以上において、その作業に３年以上従事した経験を有する者
（令和４年３月末現在）で、H27.6以降は足場の組立て等の業務に係る
特別教育（６H）修了後の経験年数。事業主証明要。修了試験あり。

満１８歳以上において、その作業に３年以上従事した経験を有する者
（令和４年３月末現在）　事業主証明要。修了試験あり。

満１８歳以上において、その作業に３年以上従事した経験を有する者
（令和４年３月末現在）　事業主証明要。修了試験あり。

高さが２m以上の箇所にあって、作業床設けることが困難なところにお
いて、墜落防止用器具のうち、フルハーネス型のものを用いて行う作
業に係る業務（ロープ高所作業に係る業務を除く）は、特別教育が必
要。
満１８歳以上の未経験者受講可
＊実技あり（フルハーネス型墜落防止制止器具各自持参のこと）

足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者。足場の組立て等
作業主任者技能講習修了証必須。大手建設現場等必須。事業主証明
要。


